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裁判所法（抜粋） 

（裁判所法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２３号）に関連する部分） 

 

第 67 条の２（修習給付金の支給）司法修習生には，その修習のため通常必要

な期間として最高裁判所が定める期間，修習給付金を支給する。 

② 修習給付金の種類は，基本給付金，住居給付金及び移転給付金とする。 

③ 基本給付金の額は，司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために

必要な費用であって，その修習に専念しなければならないことその他の司法

修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。 

④ 住居給付金は，司法修習生が自ら居住するため住宅（貸間を含む。以下こ

の項において同じ。）を借り受け，家賃（使用料を含む。以下この項におい

て同じ。）を支払っている場合（配偶者が当該住宅を所有する場合その他の

最高裁判所が定める場合を除く。）に支給することとし，その額は，家賃と

して通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。 

⑤ 移転給付金は，司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転すること

が必要と認められる場合にその移転について支給することとし，その額は，

路程に応じて最高裁判所が定める額とする。 

⑥ 前各項に定めるもののほか，修習給付金の支給に関し必要な事項は，最高

裁判所がこれを定める。 

 

第 67 条の３（修習専念資金の貸与等）最高裁判所は，司法修習生の修習のた

め通常必要な期間として最高裁判所が定める期間，司法修習生に対し，その

申請により，無利息で，修習専念資金（司法修習生がその修習に専念するこ

とを確保するための資金であって，修習給付金の支給を受けてもなお必要な

ものをいう。以下この条において同じ。）を貸与するものとする。 

② 修習専念資金の額及び返還の期限は，最高裁判所の定めるところによる。 
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③ 最高裁判所は，修習専念資金の貸与を受けた者が災害，傷病その他やむを

得ない理由により修習専念資金を返還することが困難となったとき，又は修

習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済

的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは，その返還

の期限を猶予することができる。この場合においては，国の債権の管理等に

関する法律（昭和 31 年法律第 114 号）第 26 条の規定は，適用しない。 

④ 最高裁判所は，修習専念資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身

体の障害により修習専念資金を返還することができなくなったときは，その

修習専念資金の全部又は一部の返還を免除することができる。 

⑤ 前各項に定めるもののほか，修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事

項は，最高裁判所がこれを定める。 

 

第 68 条（罷免等）最高裁判所は，司法修習生に成績不良，心身の故障その他

のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事

由があると認めるときは，最高裁判所の定めるところにより，その司法修習

生を罷免することができる。 

② 最高裁判所は，司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに

適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認める

ときは，最高裁判所の定めるところにより，その司法修習生を罷免し，その

修習の停止を命じ，又は戒告することができる。 

以 上 
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